
 

船舶インシデント調査報告書 

令和２年３月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（バッテリ過放電） 

発生日時 令和元年１０月２日 １４時００分ごろ 

発生場所 佐賀県唐津市馬
ま

渡
だら

島南西方沖 

 肥前馬渡島灯台から真方位２４３°３.３海里付近 

 （概位 北緯３３°３２.３′ 東経１２９°４２.２′） 

インシデントの概要  プレジャーボート恵
え

比
び

須
す

丸は、漂泊中、機関の始動ができなくな

り、運航不能となった。 

インシデント調査の経過 令和元年１０月８日、主管調査官（長崎事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 恵比須丸、２.２トン 

 ２９５－３５３０３佐賀、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

 負傷者 なし 

損傷 なし 

気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.８ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、親族１人及び友人３人を乗せ、機

関を停止して漂泊中、約１時間、魚群探知機能内蔵のＧＰＳプロッタ

ー及びレーダー（以下「ＧＰＳプロッター等」という。）の電源を入

れて釣りを行い、帰港しようとしたところ、機関の始動ができなかっ

た。 

船長は、しばらくして再び始動を試みたものの、機関の始動ができ

なかったので、海上保安庁に救助を要請した。 

本船は、来援した巡視艇にえい
．．

航されて日比
ひ び

水道に入り、巡視艇に

よってバッテリを充電してもらったところ機関の始動ができたので自

力で帰港した後、バッテリが交換された。 

船長は、本インシデント当日の出航前点検で、平成２８年７月に装

備したバッテリの電圧が正常範囲にあることを確認したが、機関を停

止して漂泊中、ＧＰＳプロッター等を使用していたので過放電したと

本インシデント後に思った。 

分析  本船は、漂泊中、機関を停止した状態でＧＰＳプロッター等を使用

し、バッテリが過放電したことから、機関の始動ができなくなり、運

航不能となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が漂泊中、機関を停止した状態でＧＰＳプ

ロッター等を使用し、バッテリが過放電したため、機関の始動ができ

なくなったことにより発生したものと考えられる。 



 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・機関の停止中は、バッテリの蓄電容量が低下することがないよう

ＧＰＳプロッター等を長時間使用しないこと。 

 


